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◆ごみ処理手数料（平成22年9月1日適用）

◆注意事項

種　　類 持　込　区　分 料　　金 

可燃ごみ 
粗大ごみ 
 

家庭系ごみ　※1 
（家庭から出されたもの） 

事業系ごみ　※2 
（事業活動で生じた一般廃棄物） 

90円/10㎏ 

130円/10㎏ 

（※１）滝野地域にお住まいの方のご
みの持込は、西脇市の「みどり園」への
搬入となりますので、お間違えのない
ようお願いします。 

（※２）事業活動で生じた一般廃棄物
は、事業者自らクリーンセンターへ搬
入するか、市の許可業者に委託してく
ださい。 

（1）家庭ごみ持込100㎏無料制度は平成22年8月末日で終了します。
（2）ごみ処理手数料は計量後に受付窓口でその都度精算します。
（3）搬入量は小野クリーンセンターの計量器で測定します。
（4）搬入量は10㎏単位とし、端数がある場合は切り上げます。
（5）搬入量が10㎏に満たない場合は10㎏とします。
（6）産業廃棄物の搬入はできません。

問い合わせ　
　小野クリーンセンター 
　1０７９４-６２-６２５０　 
　市民安全部生活課（滝野庁舎） 
　1４８-３５０７ 

｢家庭系ごみ持込の全量有料化｣と 
｢事業系ごみの手数料を改定｣します 
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社・東条地域のみなさまへ

小野クリーンセンターからのお知らせ 

9月1日 
から 

｢家庭系ごみ持込の全量有料化｣と 
｢事業系ごみの手数料を改定｣します 
｢家庭系ごみ持込の全量有料化｣と 
｢事業系ごみの手数料を改定｣します 

　平成22年9月1日から、小野クリーンセンターへの家庭系ごみ持込の全量有料化と、
事業系ごみの手数料改定が行われます。
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インターネット公売 

公売物件確認
①インターネット
　http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/から詳細を確
認いただけます。 
②市役所掲示板　公売公告を８月２日（月）に掲示します。 
申込方法 
　ホームページアドレスからお申し込みください。 
　（http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/） 
参加申込期間 
　８月３日（火）１３：００～８月１８日（水）２３：００ 
入札期間 
　８月２４日（火）１３：００～８月２６日（木）２３：００ 
買受代金納付期限　９月７日（火） 
その他
　公売物件下見会の日程や、参加資格などの詳細
は市ホームページ（http://www.city.kato.lg.jp/）か
らご確認ください。 
問い合わせ
　総務部税務課（社庁舎）1４３-０３９８ 

　市税滞納処分で差し押さえ
た財産を、次のとおりインター 
ネット上で公売します。 


